
所管　 :  国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 
文書名 :  建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2年5月14日（令和
3年5月12日改訂版）） 
リンク :  https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001412231.pdf 
適用者 :  建設現場やオフィス(従業員が事務作業を行う事業場(現場事務所を含む)をいう) 

【記載項目抜粋】 

３. 講じるべき具体的な対策（6P） 
（3）建設現場 
（ i ）建設現場における対応 

  
  

新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール（例） 
３　労働者が陽性等であると判明した場合の保健所との連携に関すること（PDF上 78P） 
（２）使用する消毒液及び使用方法 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001412231.pdf

